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条例・規則等 

 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例及び施行規則対照表（抜粋） 

条例 規則 
第１２章の２ 建築物に係る環境への負荷の

低減 
（建築主の責務） 

第１２７条の２ 建築物（建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をい

う。以下同じ。）の新築、増築又は改築（以下「新

築等」という。）をしようとする者は、当該建築物

に係る環境への負荷の低減を図るために適切な措

置を講ずるよう努めなければならない。 
（建築物環境配慮指針） 

第１２７条の３ 市長は、前条に規定する者が行う建

築物に係る環境への負荷の低減を図るための取組

を支援するため、建築物に係る環境への負荷の低減

を図るための措置その他の措置（以下「環境負荷低

減措置等」という。）について配慮すべき事項及び

当該環境負荷低減措置等についての建築物に係る

環境への負荷の低減等の性能（以下「環境性能」と

いう。）の評価の方法に関する指針（以下「建築物

環境配慮指針」という。）を定め、これを公表する

ものとする。 
（特定建築物環境計画書の作成等） 

第１２７条の４ 床面積（増築又は改築をする場合に

あっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積。

以下同じ。）の合計が２，０００平方メートル以上

の建築物であって規則で定める建築物（以下「特定

建築物」という。）の新築等をしようとする者（以

下「特定建築主」という。）は、建築物環境配慮指

針に基づき、次に掲げる事項を記載した特定建築物

に係る環境負荷低減措置等及び当該環境負荷低減

措置等についての特定建築物に係る環境性能の評

価に関する計画書（以下「特定建築物環境計画書」

という。）を作成し、建築基準法第６条第１項若し

くは第６条の２第１項に規定する確認の申請又は

同法第１８条第２項若しくは第４項の規定による

計画の通知をしようとする日の２１日前までに、市

長に提出しなければならない。 
 (１) 特定建築主の氏名又は名称及び住所並びに法

第１０章の２ 建築物に係る環境への負荷の

低減 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （特定建築物の範囲） 
第９２条の２ 条例第１２７条の４第１項に規定す

る規則で定める建築物は、一戸建ての住宅及び長屋

以外の建築物とする。 
（特定建築物環境計画書の提出） 
第９２条の３ 条例第１２７条の４第１項第６号に

規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

 (１) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６

条第１項若しくは第６条の２第１項に規定する

確認の申請の予定年月日又は同法第１８条第２

項若しくは第４項の規定による計画の通知の予

定年月日 

 (２) 工事完了の予定年月日 

 (３) その他市長が必要と認める事項 

２ 条例第１２７条の４第１項の規定による提出は、

特定建築物環境計画書（第３６号様式）により行う
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人にあっては、その代表者の氏名 
 (２) 特定建築物の名称及び所在地 
 (３) 特定建築物の概要 
 (４) 特定建築物に係る環境負荷低減措置等に関す

る事項 
 (５) 前号に規定する環境負荷低減措置等についての

特定建築物に係る環境性能の評価に関する事項 
 (６) その他規則で定める事項 
２ 市長は、特定建築物環境計画書の提出があったと

きは、前項第２号から第５号までに掲げる事項その

他の規則で定める事項（以下「計画書公表事項」と

いう。）について公表するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（特定建築物環境計画書の変更の届出等） 
第１２７条の５ 特定建築物の新築等に係る工事が

完了するまでの間に、前条第１項第１号、第２号又

は第６号に掲げる事項について変更をしたときは、

特定建築物環境計画書を提出した者（特定建築主に

変更があった場合にあっては、変更後の特定建築

主。以下同じ。）は、速やかにその旨を市長に届け

出なければならない。 
２ 特定建築物の新築等に係る工事が完了するまで

の間に、前条第１項第３号から第５号までに掲げる

事項について変更をしようとするときは、特定建築

物環境計画書を提出した者は、当該変更に係る工事

に着手しようとする日の１５日前までに、その旨を

市長に届け出なければならない。 
３ 市長は、前２項の規定による変更の届出があった

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 
 （特定建築物環境計画書等の公表） 
第９２条の４ 条例第１２７条の４第２項（条例第１

２７条の８第２項において準用する場合を含む。次

項において同じ。）に規定する規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 
 (１) 特定建築物の名称及び所在地 
 (２) 特定建築物の概要 

 (３) 特定建築物に係る環境負荷低減措置等に関す

る事項 

 (４) 前号に規定する環境負荷低減措置等について

の特定建築物に係る環境性能の評価に関する事

項 
 (５) その他市長が必要と認める事項 

２ 条例第１２７条の４第２項の規定による公表は、

前項各号に掲げる事項を記載した書面を、川崎市ま

ちづくり局その他市長が必要と認める場所に備え

置くとともに、これらの事項をインターネットの本

市のホームページに登載することにより行うもの

とする。 
（特定建築物環境計画書等の変更の届出等） 

第９２条の５ 条例第１２７条の５第１項及び第２

項（条例第１２７条の８第２項において準用する場

合を含む。）の規定による届出は、特定（特定外）

建築物環境計画書変更届出書（第３７号様式）によ

り行うものとする。 
２ 条例第１２７条の５第３項（条例第１２７条の８

第２項において準用する場合を含む。）の規定によ

る公表は、変更後の計画書公表事項を記載した書面

を、川崎市まちづくり局その他市長が必要と認める

場所に備え置くとともに、当該事項をインターネッ

トの本市のホームページに登載することにより行
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場合であって、当該届出に係る事項が計画書公表事

項であるときは、当該変更後の計画書公表事項につ

いて公表するものとする。 
（新築等の取りやめの届出等） 

第１２７条の６ 特定建築物環境計画書を提出した

者は、特定建築物の新築等を取りやめたときは、速

やかにその旨を市長に届け出なければならない。 
２ 市長は、前項の規定による取りやめの届出があっ

たときは、特定建築物の新築等を取りやめた日その

他の規則で定める事項について公表するものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

（工事完了の届出等） 
第１２７条の７ 特定建築物環境計画書を提出した

者は、特定建築物の新築等に係る工事が完了したと

きは、速やかにその旨を市長に届け出なければなら

ない。 
２ 市長は、前項の規定による完了の届出があったと

きは、特定建築物の新築等に係る工事が完了した日

その他の規則で定める事項について公表するもの

とする。 
 
 
 
 
 
 

（特定外建築物環境計画書の作成等） 
第１２７条の８ 床面積の合計が２，０００平方メー

トル未満の建築物であって規則で定める建築物（以

下「特定外建築物」という。）の新築等をしようと

する者（以下「特定外建築主」という。）は、建築

物環境配慮指針に基づき、次に掲げる事項を記載し

うものとする。 
 
 
 
 （新築等の取りやめの届出等） 
第９２条の６ 条例第１２７条の６第１項（条例第１

２７条の８第２項において準用する場合を含む。）

の規定による届出は、特定（特定外）建築物取りや

め届出書（第３７号様式の２）により行うものとす

る。 
２ 条例第１２７条の６第２項（条例第１２７条の８

第２項において準用する場合を含む。次項において

同じ。）に規定する規則で定める事項は、特定建築

物の新築等を取りやめた日その他市長が必要と認

める事項とする。 
３ 条例第１２７条の６第２項の規定による公表は、

前項に規定する事項を記載した書面を、川崎市まち

づくり局その他市長が必要と認める場所に備え置

くとともに、当該事項をインターネットの本市のホ

ームページに登載することにより行うものとする。 
 （工事完了の届出等） 
第９２条の７ 条例第１２７条の７第１項（条例第１

２７条の８第２項において準用する場合を含む。）

の規定による届出は、特定（特定外）建築物工事完

了届出書（第３７号様式の３）により行うものとす

る。 
２ 条例第１２７条の７第２項（条例第１２７条の８

第２項において準用する場合を含む。次項において

同じ。）に規定する規則で定める事項は、工事が完

了した日及び第９２条の４第１項第１号から第４

号までに掲げる事項とする。 
３ 条例第１２７条の７第２項の規定による公表は、

前項に規定する事項を記載した書面を、川崎市まち

づくり局その他市長が必要と認める場所に備え置

くとともに、当該事項をインターネットの本市のホ

ームページに登載することにより行うものとする。 
 （特定外建築物の範囲） 
第９２条の８ 条例第１２７条の８第１項に規定す

る規則で定める建築物は、一戸建ての住宅及び長屋
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た特定外建築物に係る環境負荷低減措置等及び当

該環境負荷低減措置等についての特定外建築物に

係る環境性能の評価に関する計画書（以下「特定外

建築物環境計画書」という。）を作成し、建築基準

法第６条第１項若しくは第６条の２第１項に規定

する確認の申請又は同法第１８条第２項若しくは

第４項の規定による計画の通知をしようとする日

の２１日前までに、市長に提出することができる。 
 (１) 特定外建築主の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては、その代表者の氏名 
 (２) 特定外建築物の名称及び所在地 
 (３) 特定外建築物の概要 
 (４) 特定外建築物に係る環境負荷低減措置等に関す

る事項 
 (５) 前号に規定する環境負荷低減措置等についての

特定外建築物に係る環境性能の評価に関する事

項 
 (６) その他規則で定める事項 
２ 第１２７条の４第２項及び第１２７条の５から

前条までの規定は、特定外建築物環境計画書の提出

があった場合について準用する。この場合におい

て、第１２７条の４第２項及び第１２７条の５から

前条までの規定中「特定建築物環境計画書」とある

のは「特定外建築物環境計画書」と、第１２７条の

５から前条までの規定中「特定建築物の」とあるの

は「特定外建築物の」と、第１２７条の５第１項中

「特定建築主」とあるのは「特定外建築主」と読み

替えるものとする。 
（分譲共同住宅環境性能表示基準の設定等） 

第１２７条の９ 市長は、特定建築物及び特定外建築

物のうち、その全部又は一部を共同住宅の用途に供

する建築物であってその共同住宅の用途に供する

部分の販売を目的として新築等をする建築物（以下

「分譲共同住宅」という。）に係る環境性能の評価

を表記した標章（以下「分譲共同住宅環境性能表示」

という。）の表示の方法その他の事項に関する基準

（以下「表示基準」という。）を定め、これを公表

するものとする。 
（特定分譲共同住宅建築主等による分譲共同住宅

以外の建築物とする。 
（特定外建築物環境計画書の提出） 

第９２条の９ 条例第１２７条の８第１項第６号に

規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

 (１) 建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２

第１項に規定する確認の申請の予定年月日又は

同法第１８条第２項若しくは第４項の規定によ

る計画の通知の予定年月日 

 (２) 工事完了の予定年月日 

 (３) その他市長が必要と認める事項 

２ 条例第１２７条の８第１項の規定による提出は、

特定外建築物環境計画書（第３７号様式の４）によ

り行うものとする。 
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環境性能表示の表示等） 
第１２７条の１０ 特定建築物環境計画書を提出し

た者のうち、分譲共同住宅の新築等をしようとする

者（以下「特定分譲共同住宅建築主」という。）は、

分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販

売を目的とした規則で定める広告をしようとする

ときは、表示基準に基づき、当該広告中に分譲共同

住宅環境性能表示を表示しなければならない。 
２ 特定分譲共同住宅建築主は、他人に分譲共同住宅

の共同住宅の用途に供する部分の販売の媒介又は

代理の依頼を行った場合において当該販売の媒介

又は代理の依頼を受けた者（以下「販売受託者」と

いう。）が分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する

部分の販売を目的とした規則で定める広告をしよ

うとするときは、表示基準に基づき、当該広告中に

当該販売受託者をして分譲共同住宅環境性能表示

を表示させなければならない。 
３ 前項に規定する場合において、販売受託者は、同

項の規定による表示に協力しなければならない。 

（特定分譲共同住宅建築主による分譲共同住宅環

境性能表示の表示の届出） 
第１２７条の１１ 特定分譲共同住宅建築主は、最初

に前条第１項の規定による表示をし、又は同条第２

項の規定による表示をさせたときは、その日から起

算して１５日以内に、その旨を市長に届け出なけれ

ばならない。同条第１項の規定による表示をし、又

は同条第２項の規定による表示をさせた後、分譲共

同住宅環境性能表示の内容に変更が生じた場合に

おいて、最初に当該変更後の分譲共同住宅環境性能

表示を表示し、又は販売受託者をして表示させたと

きも同様とする。 
（特定分譲共同住宅建築主等による環境性能の説

明） 
第１２７条の１２ 特定分譲共同住宅建築主及びそ

の販売受託者は、分譲共同住宅の共同住宅の用途に

供する部分の販売をしようとするときは、当該分譲

共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の購入を

しようとする者に対し、当該分譲共同住宅に係る環

境性能を説明するよう努めなければならない。 

（分譲共同住宅環境性能表示の広告への表示） 

第９２条の１０ 条例第１２７条の１０第１項及び

第２項並びに第１２７条の１３第１項及び第２項

に規定する規則で定める広告は、次に掲げる広告で

あって、価格及び間取りが表示されるものとする。 

 (１) 新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これ

らに類するものに掲載される広告（当該広告に係

る面積が６２，３７０平方ミリメートル以下であ

る広告を除く。） 

 (２) 電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信等の技術を利用する方法であ

って市長が別に定めるものをいう。）による広告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （分譲共同住宅環境性能表示の表示の届出） 

第９２条の１１ 条例第１２７条の１１及び第１２

７条の１４の規定による届出は、分譲共同住宅環境

性能表示（変更）届出書（第３７号様式の５）によ

り行うものとする。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-6     CASBEE川崎 

条例・規則等 

 

（特定外分譲共同住宅建築主等による分譲共同住

宅環境性能表示の表示等） 
第１２７条の１３ 特定外建築物環境計画書を提出

した者のうち、分譲共同住宅の新築等をしようとす

る者（以下「特定外分譲共同住宅建築主」という。）

は、分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の

販売を目的とした規則で定める広告をしようとす

るときは、表示基準に基づき、当該広告中に分譲共

同住宅環境性能表示を表示することができる。 
２ 特定外分譲共同住宅建築主は、その販売受託者が

分譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の販

売を目的とした規則で定める広告をしようとする

ときは、表示基準に基づき、当該広告中に当該販売

受託者をして分譲共同住宅環境性能表示を表示さ

せることができる。 
３ 前項に規定する場合において、販売受託者は、同

項の規定による表示に協力しなければならない。 
（特定外分譲共同住宅建築主による分譲共同住宅

環境性能表示の表示の届出） 
第１２７条の１４ 特定外分譲共同住宅建築主は、最

初に前条第１項の規定による表示をし、又は同条第

２項の規定による表示をさせたときは、その日から

起算して１５日以内に、その旨を市長に届け出なけ

ればならない。同条第１項の規定による表示をし、

又は同条第２項の規定による表示をさせた後、分譲

共同住宅環境性能表示の内容に変更が生じた場合

において、最初に当該変更後の分譲共同住宅環境性

能表示を表示し、又は販売受託者をして表示させた

ときも同様とする。 
（特定外分譲共同住宅建築主等による環境性能の

説明） 
第１２７条の１５ 特定外分譲共同住宅建築主及び

その販売受託者は、分譲共同住宅の共同住宅の用途

に供する部分の販売をしようとするときは、当該分

譲共同住宅の共同住宅の用途に供する部分の購入

をしようとする者に対し、当該分譲共同住宅に係る

環境性能を説明するよう努めなければならない。 
（環境負荷低減措置等に係る指導等） 

第１２７条の１６ 市長は、建築物環境配慮指針を勘
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案し、特定建築物環境計画書を提出した者又は特定

外建築物環境計画書を提出した者に対し、当該特定

建築物又は特定外建築物に係る環境負荷低減措置

等について、必要な指導及び助言を行うことができ

る。 

２ 市長は、特定分譲共同住宅建築主若しくはその販

売受託者又は特定外分譲共同住宅建築主若しくは

その販売受託者（以下「特定分譲共同住宅建築主等」

という。）に対し、当該分譲共同住宅について第１

２７条の１０第１項若しくは第２項又は第１２７

条の１３第１項若しくは第２項の規定による表示

の的確な実施を確保するため必要があると認める

ときは、当該分譲共同住宅の分譲共同住宅環境性能

表示の表示について、必要な指導及び助言を行うこ

とができる。 

３ 市長は、特定分譲共同住宅建築主等に対し、当該

分譲共同住宅について第１２７条の１２又は第１

２７条の１５の規定による説明の的確な実施を確

保するため必要があると認めるときは、当該分譲共

同住宅に係る環境性能の説明について、必要な指導

及び助言を行うことができる。 
 （特定建築主等への勧告等） 
第１２７条の１７ 市長は、特定建築主又は特定外建

築主（以下「特定建築主等」という。）が、第１２

７条の４第１項、第１２７条の５第１項若しくは第

２項（第１２７条の８第２項において準用する場合

を含む。）、第１２７条の１１又は第１２７条の１４

の規定に違反していると認めるときは、当該特定建

築主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告するこ

とができる。 

２ 市長は、特定分譲共同住宅建築主等が、正当な理

由がなく前条第２項の規定による指導又は助言に

従わず、かつ、第１２７条の１０第１項若しくは第

２項又は第１２７条の１３第１項若しくは第２項

の規定による表示が表示基準に照らして著しく不

十分であると認めるときは、当該特定分譲共同住宅

建築主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告する

ことができる。 
３ 市長は、前２項の規定による勧告を受けた者が、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （公表） 
第９２条の１２ 条例第１２７条の１７第３項に規
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当該勧告に従わなかったときは、当該勧告を受けた

者の氏名その他の規則で定める事項を公表するこ

とができる。 
４ 市長は、前項の規定により公表しようとするとき

は、あらかじめ、第１項又は第２項の規定による勧

告を受けた者に意見を述べる機会を与えるものと

する。 
 

附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から起算して７月を超えな

い範囲内において規則で定める日から施行する。 
（経過措置） 
２ 改正後の条例（以下「新条例」という。）第１２

７条の４第１項の規定は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）以後に建築基準法（昭和 25
年法律第 201 号）第６条第１項若しくは第６条の

２第１項に規定する確認の申請又は同法第１８条

第２項若しくは第４項の規定による計画の通知が

行われる建築物について適用し、施行日前に同法第

６条第１項若しくは第６条の２第１項に規定する

確認の申請又は同法第１８条第２項若しくは第４

項の規定による計画の通知が行われた建築物につ

いては、なお従前の例による。 
３ 施行日から起算して 21 日が経過する日までの間

に、建築基準法第６条第１項若しくは第６条の２第

１項に規定する確認の申請又は同法第１８条第２

項若しくは第４項の規定による計画の通知が行わ

れる建築物（床面積（増築又は改築をする場合にあ

っては、当該増築又は改築に係る部分の床面積）の

合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル

以下のものに限る。）に係る新条例第 127 条の４第

１項の規定の適用については、同項の規定中「建築

基準法第６条第１項若しくは第６条の２第１項に

規定する確認の申請又は同法第１８条第２項若し

くは第４項の規定による計画の通知をしようとす

る日の 21 日前までに」とあるのは、「川崎市公害

防止等生活環境の保全に関する条例の一部を改正

する条例（平成 24 年川崎市条例第  号）の施行の

定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 
 (１) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては、その代表者の氏名 
 (２) 特定建築物又は特定外建築物の名称及び所在

地 
 (３) 勧告の内容 
 

附 則 

この規則は、平成１８年１０月１日から

施行する。  
この規則は、平成２５年４月１日から施

行する。  
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日以後速やかに」とする。 
４ 施行日前にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 

 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の

一部を改正する条例の施行期日を定める規則 
 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の

一部を改正する条例（平成１７年川崎市条例第９６

号）の施行期日は、平成２４年１０月１日とする。 

 
 

 
 
 
 
 
 

※川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例の

一部を改正する条例（令和６年１２月２６日公布）

による改正の一部を抜粋 

※川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施

行規則の一部を改正する規則（令和６年１２月２６

日公布）による改正の一部を抜粋 


